
議案第５５号 

宝塚市一般事務手数料条例及び宝塚市指定地域密着型サービス事業者等の指

定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市一般事務手数料条例及び宝塚市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成３０年（２０１８年）２月２３日提出 

宝塚市長 中 川 智 子 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市一般事務手数料条例及び宝塚市指定地域密着型サービス事業者等の指

定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（宝塚市一般事務手数料条例の一部改正） 

第１条 宝塚市一般事務手数料条例（平成２２年条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第４(６)の項中「第１１５条の４５の６第４項の規定」を「第１１５条の４５

の６第４項に」に改め、同項を同表(８)の項とし、同表(３)の項から(５)の項までを

２項ずつ繰り下げ、同表(２)の項の次に次のように加える。 

(３) 指定居宅介

護支援事業者

指定申請手数

料 

介護保険法第７９条第１項の規定

に基づく指定居宅介護支援事業者

の指定の申請に対する審査 

１件につき２０，０００円 

(４) 指定居宅介

護支援事業者

指定更新申請

手数料 

介護保険法第７９条の２第４項に

おいて準用する同法第７９条第１

項の規定に基づく指定居宅介護支

援事業者の指定の更新の申請に対

する審査 

１件につき１０，０００円 

 （宝塚市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 宝塚市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例（平成

２５年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第４項第１号」の次に「、第７９条第２項」を、「指定地域密着型サービ



ス事業者」の次に「、指定居宅介護支援事業者」を加える。 

 第５条を第６条とし、第４条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加える。 

 （指定居宅介護支援事業の申請者の資格） 

 第４条 介護保険法第７９条第２項の条例で定める者は、法人とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の宝塚市一般事務手数料条例別表第４の規定は、平成３０

年４月１日以後の申請に係る手数料について適用する。 

 

 

 

 


